
地域農業経営再開復興支援事業
【 】１，０７８百万円

対策のポイント
東日本大震災により被害を受けた地域において、経営再開マスタープラン

を作成し、プランの実現に向け農地集積等に必要な取組を支援します。

＜背景／課題＞
・東日本大震災により、約2.4万haの農地が冠水するとともに、農業関係施設も大きな

被害を受け、これまで個別農家、集落営農等が担ってきた農業生産体制や、それを支
えてきたコミュニティが崩壊しました。

・このような状況にあって、地域農業の復興を図るためには、農家同士が地域農業のあ
り方について徹底した話し合いを行い、それを基に、さまざまな戦略を考え、経営再
開につなげていくことが必要です。

集落・・このため、被災農家経営再開支援事業で設立された復興組合などをベースに、
地域での話し合いに基づき、地域の中心となる経営体を定めた経営再開マスタープラ

、ンを作成し プランの実現に向け農地集積等に必要な取り組みを支援、 することにより
を図ります。被災地域において中心となる経営体の経営再開と地域農業の復興

政策目標
被災地域において中心となる経営体の経営再開と地域農業の復

興を実現

＜主な内容＞
１．経営再開マスタープラン作成事業 １１１百万円

津波の被災市町村等が、集落レベルでの話し合いに基づき、地域の中心となる経
営体（個人、法人、集落営農 、そこへの農地の集積、中心となる経営体とそれ以外）
の農業者（兼業農家、自給的農家）を含めた地域農業のあり方（生産品目、経営の

経営再開マスタープランを作成するための取組複合化、６次産業化）等を記載した
します。に対して支援

概ね３割以上は女性※ 経営再開マスタープラン作りのメンバーの

２．経営再開マスタープラン実現支援事業
（１）被災地域農地集積支援金 ９５５百万円

津波の被災市町村において、離農者又は農地の相続人等が、農地利用集積円滑
農地の10年以上の貸付け（農作業委託化団体又は農地保有合理化法人に対して、

も含む）についての契約の締結を委任（相手方を指定しないものに限る）した場
します。合に、３万円／10aを交付

（２）被災農業者経営能力向上事業 １２百万円
復興後の経営再開に向けて、経営再開マスタープランに位置づけられた地域の

経理能力や生産技術等の習得に必要な研修費用等を助成中心となる経営体が行う
します。

補助率：定額
事業実施主体：津波被害を受けた50市町村等

お問い合わせ先：
１、２の（２）の事業 経営局経営政策課（０３－６７４４－０５７７（直 ））
２の（１）の事業 経営局農地政策課（０３－６７４４－２１５１（直 ））



○ 地域農業経営再開復興支援事業

○ 被災農家経営再開支援事業で設立された復興組合などをベースに、集落・地域での話し合いに基づき、地域の中心

となる経営体を定めた経営再開マスタープランを作成し、プランの実現に向け農地集積等に必要な取組を支援するこ

とにより、被災地域において中心となる経営体の経営再開と地域農業の復興を図る。

国
・事業計画の協議

県 対象市町村：「津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定
積 （ 成 年 月 付け農林水産省） お

市町村

国

１ 経営再開マスタープラン作成事業

・事業計画 ・事業計画の承認・交付金交付
の申請 ・指導・助言

・事業計画の了解
・交付金交付

（補助率）定額

面積」（平成23年3月29日付け農林水産省）において公
表された50市町村
（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県）

２．被災地域農地集積支援金

・復旧後の営農意向、第三者への農地
の委任意向を確認しつつ、

・地域の中心となる経営体、そこへ

集落における徹底した話し合い等 関係機関等による打合せ

・市町村、ＪＡ、復興組合、集落営農、
法人等の代表者による協議でマスター
プラン原案を検討

１．経営再開マスタ プラン作成事業

農業者

（補助率）定額

経営再開経営再開マスタープランの作成マスタープランの作成
上記のプロセスを踏まえ、今後の地域農業のあり方、

離農者や農地の相続人等が農地（農用
地区域内の農地に限る。）の貸付け（農
作業委託も含む）について、農地利用集
積円滑化団体（市町村、農協、再生協議
会などのマッチング機関）又は農地保有

体、
の農地の集積と利用区分

等を決定
※ 女性が概ね３割以上

参画することを要件 交付申請

支援金の交付
上記のプロセスを踏まえ、今後の地域農業のあり方、
決定した地域の中心となる経営体（個人、法人、集
落営農）について記載

①高付加価値化戦略、②低コスト化戦略、
③農業経営の多角化戦略を組み合わせて復興

３ 被災農業者経営能力向上事業

会などのマッチング機関）又は農地保有
合理化法人（県公社）に白紙委任した場
合、農地集積支援金を交付。

（交付単価）３０千円／１０ａ

＜経営再開マスタープランの内容（例）＞ 研修等の報告
３．被災農業者経営能力向上事業

被災農業者等の経理能力や生産
技術等の習得を支援

＜経営再開マスタ プランの内容（例）＞
○ 復興後の地域農業のあり方
○ 集落ごとに確保すべき中心となる経営体とこれを

支える体制
○ 経営再開と地域農業の復興に向けた取り組み

（スケジュールと活用する施策）

研修等 報告

経費の助成

（補助率）定額

0
被災地域において中心となる経営体の経営再開・地域農業の復興

（スケジュ ルと活用する施策）
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